
 

 

 報道関係者 各位 

 

 
 

冬季による労働災害防止対策の徹底を！ 
～降雪・凍結等による転倒災害など冬特有の労働災害が多発～ 

 

長野県内においては、冬季に降雪・凍結等による転倒、墜落・転落、交通事故など

の労働災害が多発する状況であることから、当局では、別添の「冬季における労働災

害防止対策について」に基づき、冬季特有の労働災害のリスクとその防止対策を広く

周知することにより、冬季における労働災害防止対策の徹底を図ることとしておりま

す。 

このような状況下において、転倒災害をはじめとした冬季特有の労働災害防止対策

を推進するため、長野労働局（局長：三浦 栄一郎）では、今般、長野県内の業界団

体等に対して、各事業場等における対策の取組推進について要請いたしました。 

また、長野労働局ホームページにおいて、本年度も「冬季労働災害防止特設コーナ

ー」を設け、冬季特有の労働災害を防止するための安全対策の強化等について、県内

の事業者、労働者等に幅広く呼び掛けます。 
 

＜主な冬季労働災害防止対策の主なポイント＞（「冬季における労働災害防止対策について」（昭和63年11
月15日付け長野基発第377号、最新改正：令和５年11月29日付け長野労基発1129第２号） 

１ 積雪や凍結による転倒災害の防止対策 

① 入室時における靴裏の雪・水分の除去、「ながら歩き」や走っての移動等の危険行

動の禁止、滑りにくい靴の着用等について、労働者に対して注意喚起等を行うこと 

② 融雪剤の散布、ヒートマットや温風機の設置、夜間の照明（照度確保）等、設備・

装備等を整備すること 

２ 路面の凍結によるスリップ事故（交通事故）による災害の防止対策 

① 冬用タイヤの摩耗状態を点検し、降雪前に早めに装着すること 

② スリップ防止のための安全運転に関する教育を行うこと 

３ 除雪作業中の「墜落・転落」などの災害防止対策 

 ① ヘルメットや墜落制止用器具を適切に使用すること 

 ② 屋根を踏み抜くおそれがある箇所には、歩み板を設けること 
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冬季における労働災害防止対策の徹底について（要請） 

 

日頃より労働行政の推進に格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、長野県内においては、冬季に降雪・凍結等による転倒、墜落・転落、交通事

故などの労働災害が多発する状況にあることから、当局では、別添の「冬季における

労働災害防止対策について」に基づき、冬季特有の労働災害のリスクとその防止対策

を広く周知することにより、冬季における労働災害防止対策の徹底を図ることとして

おります。 

つきましては、貴団体におかれましても、同封したリーフレット等を御活用いただ

き、この取組の展開に特段の御配意を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、リーフレットのほか、事業場において取り組んでいただきたい事項を当局ホ

ームページ（冬季労働災害の特設ページ）へ掲載しておりますので、適宜御活用くだ

さい。 

 

 

 

（参考） 

長野労働局ホームページ 冬季労働災害防止特設コーナー 

https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/tokushu_campaign/touki-rousaiboushi-corner.html 

 

○写  

https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/tokushu_campaign/touki-rousaiboushi-corner.html
















冬季においては、降雪や凍結等を要因とする労働災害が多発しています。
特に１月の転倒災害発生件数は、３～11月の平均の約２倍です。

まずは重点事項から︕

1. 冬季に入る前までに準備期間を設定し、職場巡視等を実施しましょう。
2. 凍結しやすい箇所など転倒リスクの高い箇所に対して対策を講じましょう。
3. 交通労働災害を防止するため、早期の冬用タイヤへの交換、運転
実施者への安全運転教育等を行いましょう。

4. 除雪・融雪等作業を行う場合は墜落・転落、転倒、はさまれ・巻き
込まれ災害等の危険性を作業開始前までに特定し、対策を講じま
しょう。

長野労働局労働基準部健康安全課・各労働基準監督署 （R7.11)

月別労働災害発生状況（過去10年間） ※平成27年7月1日～令和7年6月30日発生
※死亡又は休業４日以上の労働災害（単位︓人）
※令和7年10月31日までに把握した労働者死傷病報告調べ。

個別の対策については長野労働局ＨＰ
「冬季災害防止特設コーナー」を参照
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転倒災害を防止しましょう︕

事務所出入口のヒートマットの設置例 転倒危険場所の見える化ステッカー

「危険の見える
化ステッカー」
で検索
（職場のあんぜんサイト）

凍結等により
滑りやすくなる
箇所には事前
の対策を！

滑りにくい「靴底」の冬靴を選び、凍結した路面や雪の上での転倒に備えましょう︕

・ピン・金具付きの底

先の尖った金属のピンや
金具が靴底に取り付いて
おり、かたい
氷を強くひっ
かき突き刺
します。

※ただし、通路等の床面によっては、却って滑りの原因となる場合やマット等に引っ掛かるなど転倒の危険がありますのでご注意ください。

・軟らかいゴム底 ・深い溝のある靴底 ・滑り止め材入りゴム底

軟らかいゴム底を使った靴
底は、路面に対する接着力
が強いため、
滑りにくくなっ
ています。

深い溝のある靴底は、グリップ
力が強く滑りにくくなっています。
靴底が軟らか
いものを選ぶ
となお効果的
です。

滑り止め材が加工されている
靴底は「やすり」のように路面
の表面をひっ
かくため滑り
にくくなってい
ます。

。

1. 床面等は、くぼみや段差がなく、滑りにくい構造とし、凍結等で滑りやすいところは、滑り止めの
措置を講ずるなどの措置のほか、除雪、融雪剤の散布により安全通路を確保しましょう。また、
凍結路面等が見えにくい場所については、夜間の照明の照度を上げる等の対策を講じましょう。

2. 床等の水たまりや氷は放置せず、その都度除去するとともに、溜まりやすい箇所には吸湿性の
あるマットを敷く等の措置を講じましょう。

3. 履物は、凍結等のリスクに見合ったものを着用しましょう。また、靴底がすり減っていないかを
点検しましょう。

4. 階段には、滑り止めや手すりを設け、走らず、一段飛ばしを行わないようにしましょう。

5. 凍結の有無を確認してから次の動作に移るようにしましょう。特に「ながら歩き」等の危険行動
については厳禁とするよう注意喚起を行い、また、凍結のおそれのある場所では、滑り等によ
る転倒等を意識して歩き、むやみに走らないようにしましょう。

6. 服やズボンのポケットに手を入れたままの歩行は避けましょう。また、作業服装は着ぶくれとな
らないよう配意しましょう。

7. 建物等の入口には、雪、水分を除去するためのマットやブラシ等を備え、凍結の要因となる水
分を持ち込ませない措置を講じるとともに、凍結のおそれのある屋内の通路、作業場への温
風機の設置等による凍結防止策を実施しましょう。

8. 屋外通路や駐車場における転倒災害のリスクに応じた「危険マップ」の作成を行い、関係者に
周知しましょう。

9. 凍結した路面、除雪機械通過後の路面等における荷物の運搬方法、作業方法の見直しを行
いましょう。

10.上記１から９の事項について、労働者に対して周知・注意喚起等すべきものについては、教育
やミーティングの場を通じて適時周知等しましょう。


